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令和 4 年 3 月

令和 4 年度 令和 13 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

３，５０６ 円 ３，６８２ 円

３，５０６ 円 ３，９２８ 円

３，５７５ 円 ３，５６３ 円

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適用（財務適用）

東松島市下水道事業経営戦略

平成５年度

東松島市

公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

３７.１
（処理区人口／処理区域面積）

※令和2年度実績

　０箇所（全域を流域下水道接続しているため、市は終末処理場を有していない）
  ※平成２８年５月まで、中沢浄化センター（中沢処理区のみ）において処理を実施していたが、平成２８年６月１日より、処理区
全域を流域下水道に接続したことにより、当該処理場を廃止した。

有

処 理 区 数 　１区（北上川下流処理区）
　※平成２８年６月１日より、全域を流域下水道に接続している。

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

広域化について
　平成２８年６月から、中沢処理区について流域下水道に接続した。
共同化について
　平成１６年度から、石巻地方広域水道企業団に対し、水道事業と合わせた使用料徴収、滞納整理、窓口業務の委託を実施し
た。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成29年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成29年度

平成30年度 平成30年度

令和元年度 令和元年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　基本使用料　　１０㎥まで　　　　　　　　　１,５９５円
　超過使用料　　１０㎥を超え２０㎥まで　　 　  １９８円　　２００㎥を超え５００㎥まで　　  ２６４円
　　　　　　　　２０㎥を超え５０㎥まで　　 　  ２２０円　　５００㎥を超えるもの　　  　　  ２８６円
　　　　　　　　５０㎥を超え２００㎥まで　     ２４２円

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　基本使用料　　１０㎥まで　　　　　　　　　１,５９５円
　超過使用料　　１０㎥を超え２０㎥まで　　 　  １９８円　　２００㎥を超え５００㎥まで　　  ２６４円
　　　　　　　　２０㎥を超え５０㎥まで　　 　  ２２０円　　５００㎥を超えるもの　　  　　  ２８６円
　　　　　　　　５０㎥を超え２００㎥まで　     ２４２円

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　水道水を排除した場合は、水道使用水量とし、水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とする。
　現に使用する水量が、排除した汚水の量と著しく異なる場合は、当該汚水排水量において、使用料を算定する。
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

　該当なし

　該当なし

 イ　指定管理者制度

　石巻地方広域水道企業団への使用料の賦課、徴収に係る民間委託の外、施設維持管
理業務、電気工作物保安管理業務、汚泥処分管理業務、中継ポンプ清掃管理業務、工
事監理業務について、民間事業者への委託を実施。

民 間 活 用 の 状 況

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付。

職 員 数
　１３人（建設部下水道課 令和４年３月１日時点）
　※公共下水道事業（雨水排水事業（復旧復興関連）含む）、農業集落排水排水事業、漁業集落排水事業を実施

　平成１７年４月１日の市町村合併（２町合併）に伴い、下水道事業の組織を統合。
　令和２年４月１日から、地方公営企業法を適用（財務適用）し、企業会計方式へ移行。
　東日本大震災に伴う復旧復興業務の進捗、完了に伴い、業務の効率化と、人員の削減を進めている。

　下水道熱の利用、ガス回収、下水汚泥の堆肥化等、いずれも資源回収が可能なもので
はあるが、その利用には、施設の設置、若しくは民間委託等、多額の投資が必要なもので
あり、合わせて再生資源の利活用先にも課題があることから、本市の事業規模において
は、費用対効果が見込めないものとなっている。

　未利用土地、施設を活用した、投資額に見合った効率的な収益事業が見込めないこと。
また、現在は、多額の企業債残高の償還中であり、営業外収益事業に対する投資資金が
工面し難い状況にあることから、今後の検討においては、経営状況等を勘案した上で進め
ていくこととする。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

【収益的収入】
○使用料について
　　　令和3年度当初予算計上額を基準額とし、本市の人口動態を反映した。
　　　なお、3年に１度程度の料金改定を、検討していくが、本収支計画については、見込んでいない。
       また、令和6年度において、収支計画と実績額と対比し、経営上の必要性が生じた場合、料金改定を実施する。
○他会計補助金について
　　　基準内繰入額を上限に、使用料、元利償還金の推移と連動しながら収支が均衡するよう最小限の範囲で計上する。
【資本的収入】
○受益者負担金について
　　　大規模な整備事業が終了するため、令和5年度から見込んでいない。
○国庫補助金について
　　　建設改良事業については、国庫補助の対象事業範囲内で実施することとし、事業費の約半分を国庫補助金に計上した。
○企業債について
　　　建設改良費を削減と、国庫補助金の交付を応分に受けることで、発行額を最小限度にとどめることとした。

○職員給与費について
　　　令和3年度の額を計上した。
○営業費用（その他）について
　　　令和3年度の額を計上した。
　　　なお、当該項目に含まれる、動力費、委託料、修繕費等については、消費税増税、物価上昇等、今後、負担が増すことが予想されるものの、低コストの新電力
　　の採用、定期的な補修による修繕費の削減等により、当該増額要因を吸収できると見込んでいる。
○営業外費用（その他）について
　　　当該項目には、定川地区雨水ポンプ場の維持管理費を計上している。
　　　令和3年度において、雨水施設の整備が完了したことから、本格稼働を実施している。

○投資の目標について
　　　計画に基づく、整備事業については、令和７年度を目標に実施する。
　　　なお、東日本大震災や、人口減少等、計画策定時と比較し、状況に大きな変化が生じていることから、事業の実施においては、整備地域の見直しを合わせて
　　検討していく。
　　　また、建設改良費については、国庫補助金等の対象範囲で実施することとし、工事費を毎年度、３億円程度に抑制することを目標とする。
○管渠、処理場等の維持管理について
　　　ストックマネジメント計画に基づき、計画的な施設の維持管理と改築更新を実施していく。
○防災、安全対策について
　　　令和4年度までに雨水管理総合計画を策定し、浸水被害について適切な対応方針を検討、実施する。
○その他
　　　地方公営企業法の趣旨に基づき、経営、財務内容の明確化及び透明性の向上を図り、経営基盤の強化、適切な資産管理を実施していく。

　本市の公共下水道事業は、平成５年度から供用を開始し、生活環境の向上と、水質の保全を実現してきた。
　以降、整備面積の拡大と共に、処理区も最大３区となったが、事業効率化に伴い処理区（施設）の統廃合を実施し、現在は整備面積を拡大しながら、全地域を流
域下水道に接続している。
　財政収支は、黒字ではあるが、使用料収入等で補えない部分を、一般会計からの補助で賄っている状況にある。特に、設備投資の財源として発行した起債の償
還金が多額であることが、経営を圧迫する要因となっており、この状況は、今後１０年以上継続する見込みである。
　なお、計画に基づく整備事業の完了には、令和７年度までの期間が必要であり、その間、起債を発行し、財源を確保していくこととなる。
　一方、既存設備については、供用開始から２０年以上が経過し、計画的な修繕等が必要な時期を迎えている。
　また、東日本大震災による人口減少や、少子化、節水機器の普及等により、有収水量の増加が見込めないことから、安定した経営基盤を構築するための使用料収
入の確保が困難な状況にもある。
　このように、整備計画策定時との状況に変化も生じていることから、公共サービスを維持していくためには、整備計画の見直し、設備の修繕等の維持管理、料金改
定等による経営安定化等が求められる、大きな転換期を迎えている。
　本市の公共下水道事業が抱える以上の状況を踏まえ、下記の項目について、特に重要な基本的方針として定めることとする。

○快適な暮らしの実現と、水質の保全
　　ストックマネジメント計画に基づき、下水道施設の適正な維持更新を実施する。
　　水環境の保全に向け、普及啓発活動により、下水道事業への理解と、接続の推進に努める。

○安定した経営基盤の確立
　　建設改良費、電気料等の維持管理費等の事業費見直し等、全体事業費の削減に努める。
　　処理区人口や有収水量等の動向、今後必要となる事業費を踏まえ、公共サービスの継続可能な使用料について、定期的に検討、改定を実施していく。
　　地方公営企業法の適用により作成した財務諸表を活用し、経営の透明性の向上と、健全な経営に努める。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　毎年度、進捗管理（モニタリング）を行い、ＰＤＣＡサイクルにより、効果的な事後検証を実施する。
　なお、本経営戦略の改定は、5年以内とする。

職員給与費に関する事項 　事業の重要性、内容の変化等、状況を勘案しながら配置職員数を検討していく。

動力費に関する事項
　現在、高圧電力については、地域新電力の導入を実施している。
　低圧電力についても、下水道事業の公共性と、地域貢献、及び経済性を勘案の上、地域新電力の導
入を段階的に実施していく。

修繕費に関する事項 　施設、設備の適切な維持管理を実施し、定期的な修繕等による長寿命化を実施することで、将来的な
負担の軽減を図る。

委託費に関する事項 　費用対効果を勘案した上で、民間活力を最大限活用し、地域経済への貢献を図る。

その他の取組 　普及啓発活動（下水道フェア、出前講座、市報）を実施し、下水道事業への理解、接続率の向上等を
図る。

薬品費に関する事項 　使用量の適正化、調達費用の削減を目的に、施設維持管理業務の範囲において、委託業者が必要
量を調達する仕様としている。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　出前講座や、下水道フェア等の普及啓発活動を実施し、水洗化の推進、収納率向上を図る。

　現在、多額の企業債残高の償還中であり、営業外収益事業に対する投資資金が工面し難い状況にあ
る。また、現状、投資額に見合った効率的な収益事業に利用可能な資産を保有していないことから、今
後の検討においては、経営状況等を勘案した上で進めていくこととする。

　東日本大震災に伴う人口減少、少子化、節水機器の普及等により、長期的には使用料は減少傾向に
ある。一方で、将来的には設備の大規模修繕や、建設物価の上昇等、コスト面の増加要因は見込まれる
ため、公共サービスの維持、継続に向け、状況を勘案した上で、定期的に使用料の見直しを実施してい
く。
　また、令和6年度において、収支計画と実績額と対比し、経営上の必要性が生じた場合、料金改定を
実施する。

使用料の見直しに関する事項

　対応年数の比較的短いマンホールポンプについて、毎年度10％の改築更新を行い、10年程度で施設
更新を完了していく。
　地方公営企業法の適用に伴い整備した財務諸表により、経営、財務内容の明確化及び透明性の向上
を図り、より一層の経営の効率化と健全化を推進するとともに、経営基盤の強化及び適切な資産管理を
実施していく。

　供用開始から20年以上経過し、中継ポンプ等の設備は更新時期を迎えている。
　このことから、設備の最適化を検討した上の最小限の更新と、適切な維持管理及び修繕により長寿命
化を図り、将来の投資を最小にすることで、世代間負担の公平性を確保していく。

　本市の公共下水道事業は、供用開始から既に20年以上が経過し、今後は、老朽化による修繕等、維
持管理が必要になっていくことから、ストックマネジメント計画に基づき、費用対効果に優れ効率的な事
業を実施していく。
　また、農業集落排水事業との統合について、令和13年度を目標とし、期間内において統合計画を策定
する。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

投資の平準化に関する事項
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令和 4 年 3 月

令和 4 年度 令和 13 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

３，５０６ 円 ３，５９３ 円

３，５０６ 円 ３，８８９ 円

３，５７５ 円 ３，４８１ 円

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成29年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成29年度

平成30年度 平成30年度

令和元年度 令和元年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　基本使用料　　１０㎥まで　　　　　　　　　１,５９５円
　超過使用料　　１０㎥を超え２０㎥まで　　 　  １９８円　　２００㎥を超え５００㎥まで　　  ２６４円
　　　　　　　　２０㎥を超え５０㎥まで　　 　  ２２０円　　５００㎥を超えるもの　　  　　  ２８６円
　　　　　　　　５０㎥を超え２００㎥まで　     ２４２円

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　基本使用料　　１０㎥まで　　　　　　　　　１,５９５円
　超過使用料　　１０㎥を超え２０㎥まで　　 　  １９８円　　２００㎥を超え５００㎥まで　　  ２６４円
　　　　　　　　２０㎥を超え５０㎥まで　　 　  ２２０円　　５００㎥を超えるもの　　  　　  ２８６円
　　　　　　　　５０㎥を超え２００㎥まで　     ２４２円

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　水道水を排除した場合は、水道使用水量とし、水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とする。
　現に使用する水量が、排除した汚水の量と著しく異なる場合は、当該汚水排水量において、使用料を算定する。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

６.７
（処理区人口／処理区域面積）

※令和2年度実績

　１箇所
※平成２６年度まで、北赤井アクアクリーンセンター（北赤井処理区）、下小松浄化センター（下小松処理区）の２箇所で処理を実
施していたが、平成２７年４月１日より、下小松浄化センターが担当する下小松区域を流域下水道に接続したことにより、当該処
理場を廃止した。

無

処 理 区 数
　１区（北赤井処理区）
※平成２６年度までは、２処理区で実施していたが、平成２７年４月１日より、１区域を流域下水道に接続した。
　（流域下水道の接続地域については、公共下水道事業に移行）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

広域化について
　平成２７年４月から、下小松処理区について流域下水道に接続した。
共同化について
　平成１６年度から、石巻地方広域水道企業団に対し、水道事業と合わせた使用料徴収、滞納整理、窓口業務の委託を実施し
た。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適用（財務適用）

東松島市下水道事業経営戦略

平成５年度

東松島市

農業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付。

職 員 数
　１３人（建設部下水道課 令和４年３月１日時点）
　※公共下水道事業（雨水排水事業（復旧復興関連）含む）、農業集落排水排水事業、漁業集落排水事業を実施

　平成１７年４月１日の市町村合併（２町合併）に伴い、下水道事業の組織を統合。
　令和２年４月１日から、地方公営企業法を適用（財務適用）し、企業会計方式へ移行。
　東日本大震災に伴う復旧復興業務の進捗、完了に伴い、業務の効率化と、人員の削減を進めている。

　下水道熱の利用、ガス回収、下水汚泥の堆肥化等、いずれも資源回収が可能なもので
はあるが、その利用には、施設の設置、若しくは民間委託等、多額の投資が必要なもので
あり、合わせて再生資源の利活用先にも課題があることから、本市の事業規模において
は、費用対効果が見込めない状況にある。

　未利用土地及び施設を活用した、投資額に見合った効率的な収益事業が見込めないこ
と。また、現在は、多額の企業債残高の償還中であり、営業外収益事業に対する投資資
金が工面し難い状況にあることから、今後の検討においては、経営状況等を勘案した上で
進めていくこととする。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

　該当なし

　該当なし

 イ　指定管理者制度

　施設の維持管理や、汚泥処分管理等の管理業務全般について、民間委託を実施してい
る。使用料の賦課、徴収についても、上水との同時徴収を実施し、当該業務を実施する石
巻地方広域水道企業団において、民間委託を実施している。

民 間 活 用 の 状 況
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

○投資の目標について
　　　計画に基づく整備事業は、既に完了しているため、今後は、公共サービスの維持に向け、施設等の適正管理が必要となる。
　　　本市の農業集落排水事業は、平成５年度から供用を開始しており、早期に供用を開始した地域については、老朽化が進んでいる。そのため、最適整備構想に
　　基づき、優先順位と、費用対効果を勘案しながら、施設等の改築、更新を実施していく。
　　　施設の改築更新については、国庫補助等を利用しながら、令和3年度から令和5年度までの3カ年において必要最低限の部分に限定し実施していく。
○管渠、処理場等の維持管理について
　　　計画的で効率的な施設の維持管理を実施していくと共に、省エネ設備への更新により、ランニングコストの軽減を図る。

　本市の農業集落排水事業は、平成５年度から下小松処理区、平成１１年度には、北赤井処理区において供用を開始し、生活環境の向上と、水質の保全を実現し
てきた。
　下小松処理区については、平成27年度から流域下水道に接続し、公共下水道事業に移行したため、現在は、北赤井処理区のみのでの供用となっている。
　現在、計画区域内の整備事業は既に完了しており、新たに多額の投資は必要ないものの、公共サービスの維持に向け、施設、設備等の更新及び長寿命化対策
への取り組みが必要である。
　また、経営面については、整備事業に伴う多額の起債（借金）を有し、毎年度、使用料収入を上回る償還額が発生していることから、採算性が伴わないものとなって
おり、経営の安定化に向けた取り組みが急務となっている。
　本市の農業集落排水事業が抱える以上の状況を踏まえ、下記の項目について、特に重要な基本的な方針と定めることとする。

○快適な暮らしの実現と、水質の保全
　　平成30年度に策定した最適整備構想に基づき、適切な維持更新を実施する。
　　水環境の保全に向け、普及啓発活動により、下水道事業への理解と、接続の推進に努める。

○安定した経営基盤の確立
　　建設改良費、電気料等の維持管理費等の事業費見直し、定期的な料金改定により、経営基盤の安定化を実施する。
　　人口や有収水量等の動向を踏まえ、処理施設を廃止し、公共下水道事業への統廃合等、事業の最適化に向けた検討を進める。
　

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

【収益的収入】
○使用料について
　　　令和3年度当初予算計上額を基準額とし、本市の人口動態を反映した。
　　　なお、３年に１度程度の料金改定を、検討していくが、本収支計画については、見込んでいない。
       また、令和6年度において、収支計画と実績額と対比し、経営上の必要性が生じた場合、料金改定を実施する。
○他会計補助金について
　　　収益的収支及び資本的収支において収支が均衡するよう計上した。
　　　基準外繰入金については、当該年度における経営赤字を意味するため、収益的支出を一定額に抑制することにより、最小限度にとどめることとした。
【資本的収入】
○企業債について
　　　令和３年度から令和６年度にかけ実施する改築更新費の起債対象額を計上した。
○国庫補助金について
　　　令和３年度から令和６年度にかけ実施する改築更新費の国庫補助対象額を計上した。

【営業費用】
○職員給与費について
　　　令和3年度の予算計上額を計上した。
○経費について
　　　令和3年度の予算計上額を計上した。
　　　なお、当該項目に含まれる、動力費、委託料、修繕費等については、消費税増税、物価上昇等、今後、負担が増すことが予想されるものの、契約内容の変更
　　や、改築更新による省エネ化等により、当該増額要因を吸収できると見込んでいる。

11



（
法

適
用

企
業

・
収

益
的

収
支

）

収
支

計
画

（
※

）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

前
年

度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

１
．

(A
)

2
2
,1

4
0

2
1
,7

1
0

2
0
,9

9
5

2
0
,9

0
2

2
0
,8

0
9

2
0
,7

1
5

2
0
,5

7
7

2
0
,4

3
9

2
0
,3

0
1

2
0
,1

6
3

2
0
,0

2
5

2
0
,0

2
5

(1
)

2
2
,1

4
0

2
1
,7

1
0

2
0
,9

9
5

2
0
,9

0
2

2
0
,8

0
9

2
0
,7

1
5

2
0
,5

7
7

2
0
,4

3
9

2
0
,3

0
1

2
0
,1

6
3

2
0
,0

2
5

2
0
,0

2
5

(2
)

(B
)

(3
)

２
．

1
6
1
,0

3
5

1
5
5
,1

8
2

1
9
4
,2

8
3

1
9
6
,8

2
7

1
8
8
,6

8
9

1
8
1
,2

0
8

1
7
4
,1

3
2

1
6
6
,2

7
3

1
4
8
,7

9
3

1
3
7
,0

7
9

1
3
6
,9

9
4

1
3
6
,8

6
6

(1
)

8
5
,7

3
9

8
0
,0

4
0

8
2
,7

0
0

8
2
,2

6
6

7
0
,4

8
2

6
6
,6

8
8

6
3
,2

9
8

5
9
,1

2
6

4
5
,3

3
3

3
7
,3

0
5

3
7
,2

2
0

3
7
,0

9
2

8
5
,7

3
9

8
0
,0

4
0

8
2
,7

0
0

8
2
,2

6
6

7
0
,4

8
2

6
6
,6

8
8

6
3
,2

9
8

5
9
,1

2
6

4
5
,3

3
3

3
7
,3

0
5

3
7
,2

2
0

3
7
,0

9
2

(2
)

7
5
,0

1
2

7
5
,1

4
1

1
1
1
,5

8
3

1
1
4
,5

6
1

1
1
8
,2

0
7

1
1
4
,5

2
0

1
1
0
,8

3
4

1
0
7
,1

4
7

1
0
3
,4

6
0

9
9
,7

7
4

9
9
,7

7
4

9
9
,7

7
4

(3
)

2
8
4

1
(C

)
1
8
3
,1

7
5

1
7
6
,8

9
2

2
1
5
,2

7
8

2
1
7
,7

2
9

2
0
9
,4

9
8

2
0
1
,9

2
3

1
9
4
,7

0
9

1
8
6
,7

1
2

1
6
9
,0

9
4

1
5
7
,2

4
2

1
5
7
,0

1
9

1
5
6
,8

9
1

１
．

1
0
7
,3

3
9

1
0
7
,1

7
8

1
3
8
,3

9
3

1
4
1
,3

7
1

1
4
5
,0

1
7

1
4
1
,3

3
0

1
3
7
,6

4
4

1
3
3
,9

5
7

1
3
0
,2

7
0

1
2
6
,5

8
4

1
2
6
,5

8
4

1
2
6
,5

8
4

(1
)

3
,9

8
9

4
,7

7
8

4
,7

7
8

4
,7

7
8

4
,7

7
8

4
,7

7
8

4
,7

7
8

4
,7

7
8

4
,7

7
8

4
,7

7
8

4
,7

7
8

4
,7

7
8

2
,3

8
0

2
,5

4
4

2
,5

4
4

2
,5

4
4

2
,5

4
4

2
,5

4
4

2
,5

4
4

2
,5

4
4

2
,5

4
4

2
,5

4
4

2
,5

4
4

2
,5

4
4

1
,6

0
9

2
,2

3
4

2
,2

3
4

2
,2

3
4

2
,2

3
4

2
,2

3
4

2
,2

3
4

2
,2

3
4

2
,2

3
4

2
,2

3
4

2
,2

3
4

2
,2

3
4

(2
)

2
2
,5

8
0

2
2
,0

3
2

2
2
,0

3
2

2
2
,0

3
2

2
2
,0

3
2

2
2
,0

3
2

2
2
,0

3
2

2
2
,0

3
2

2
2
,0

3
2

2
2
,0

3
2

2
2
,0

3
2

2
2
,0

3
2

4
,5

4
3

4
,7

5
4

4
,7

5
4

4
,7

5
4

4
,7

5
4

4
,7

5
4

4
,7

5
4

4
,7

5
4

4
,7

5
4

4
,7

5
4

4
,7

5
4

4
,7

5
4

7
6
4

4
3
9

4
3
9

4
3
9

4
3
9

4
3
9

4
3
9

4
3
9

4
3
9

4
3
9

4
3
9

4
3
9

2
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
7
,2

5
2

1
6
,8

1
7

1
6
,8

1
7

1
6
,8

1
7

1
6
,8

1
7

1
6
,8

1
7

1
6
,8

1
7

1
6
,8

1
7

1
6
,8

1
7

1
6
,8

1
7

1
6
,8

1
7

1
6
,8

1
7

(3
)

8
0
,7

7
0

8
0
,3

6
8

1
1
1
,5

8
3

1
1
4
,5

6
1

1
1
8
,2

0
7

1
1
4
,5

2
0

1
1
0
,8

3
4

1
0
7
,1

4
7

1
0
3
,4

6
0

9
9
,7

7
4

9
9
,7

7
4

9
9
,7

7
4

２
．

1
1
,4

9
7

1
1
,2

9
6

9
,8

5
8

8
,7

2
3

8
,0

7
4

6
,9

6
1

5
,9

2
2

5
,0

2
7

4
,4

5
5

4
,0

2
8

3
,6

8
3

3
,5

5
5

(1
)

1
1
,4

9
3

9
,7

8
3

8
,3

4
5

7
,2

1
0

6
,5

6
1

5
,4

4
8

4
,4

0
9

3
,5

1
4

2
,9

4
2

2
,5

1
5

2
,1

7
0

2
,0

4
2

(2
)

4
1
,5

1
3

1
,5

1
3

1
,5

1
3

1
,5

1
3

1
,5

1
3

1
,5

1
3

1
,5

1
3

1
,5

1
3

1
,5

1
3

1
,5

1
3

1
,5

1
3

(D
)

1
1
8
,8

3
6

1
1
8
,4

7
4

1
4
8
,2

5
1

1
5
0
,0

9
4

1
5
3
,0

9
1

1
4
8
,2

9
1

1
4
3
,5

6
6

1
3
8
,9

8
4

1
3
4
,7

2
5

1
3
0
,6

1
2

1
3
0
,2

6
7

1
3
0
,1

3
9

(E
)

6
4
,3

3
9

5
8
,4

1
8

6
7
,0

2
7

6
7
,6

3
5

5
6
,4

0
7

5
3
,6

3
2

5
1
,1

4
3

4
7
,7

2
8

3
4
,3

6
9

2
6
,6

3
0

2
6
,7

5
2

2
6
,7

5
2

(F
)

6
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
(G

)
8
4
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

(H
)

△
 8

4
1

6
6
3
,4

9
8

5
8
,4

2
4

6
7
,0

2
7

6
7
,6

3
5

5
6
,4

0
7

5
3
,6

3
2

5
1
,1

4
3

4
7
,7

2
8

3
4
,3

6
9

2
6
,6

3
0

2
6
,7

5
2

2
6
,7

5
2

(I
)

(J
)

1
3
,6

2
7

3
6
,4

7
0

1
2
,8

6
2

1
2
,8

0
5

1
2
,7

4
8

1
2
,6

9
0

1
2
,6

0
6

1
2
,5

2
1

1
2
,4

3
7

1
2
,3

5
2

1
2
,2

6
8

1
2
,2

6
8

4
,1

1
2

3
,9

9
4

3
,8

8
1

3
,8

6
4

3
,8

4
7

3
,8

2
9

3
,8

0
4

3
,7

7
8

3
,7

5
3

3
,7

2
7

3
,7

0
2

3
,7

0
2

(K
)

7
5
,0

9
5

8
8
,3

7
7

5
8
,7

0
9

5
5
,9

3
4

5
3
,4

4
5

5
0
,0

3
0

3
6
,6

7
1

2
8
,9

3
2

2
9
,0

5
4

1
5
,8

7
5

1
5
,8

7
5

1
5
,8

7
5

6
6
,4

4
4

6
7
,6

3
5

5
6
,4

0
7

5
3
,6

3
2

5
1
,1

4
3

4
7
,7

2
8

3
4
,3

6
9

2
6
,6

3
0

2
6
,7

5
2

1
3
,5

7
3

1
3
,5

7
3

1
3
,5

7
3

7
,7

0
8

9
,8

8
9

1
,8

2
8

1
,8

2
8

1
,8

2
8

1
,8

2
8

1
,8

2
8

1
,8

2
8

1
,8

2
8

1
,8

2
8

1
,8

2
8

1
,8

2
8

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

2
2
,1

4
0

2
1
,7

1
0

2
0
,9

9
5

2
0
,9

0
2

2
0
,8

0
9

2
0
,7

1
5

2
0
,5

7
7

2
0
,4

3
9

2
0
,3

0
1

2
0
,1

6
3

2
0
,0

2
5

2
0
,0

2
5

(N
)

(O
)

(P
)

令
和

３
年

度
（
決

算
見

込
）

令
和

４
年

度
令

和
５

年
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

令
和

１
２

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

受
託

工
事

収
益

そ
の

他
営

業
外

収
益

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金
長

期
前

受
金

戻
入

そ
の

他
収

入
計

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

材
料

費
そ

の
他

減
価

償
却

費
営

業
外

費
用

支
払

利
息

そ
の

他
支

出
計

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

特
別

利
益

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

営
業

収
益

料
金

収
入

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金
流

動
資

産
う

ち
未

収
金

流
動

負
債

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

令
和

１
３

年
度

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額
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（法
適

用
企

業
・資

本
的

収
支

）

収
支

計
画

（※
）

（単
位

：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
前

年
度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）

１
．

13
,8

00
30

,5
00

5
1,

7
00

57
,9

00

２
．

３
．

4,
46

3
3,

2
76

9,
00

0
2,

8
00

3,
10

0

４
．

５
．

６
．

3,
3
00

30
,5

00
4
5,

5
00

49
,0

00

７
．

８
．

3
56

９
．

(A
)

4,
46

3
20

,7
32

70
,0

00
10

0,
0
00

1
10

,0
00

(B
)

10
,5

00

(C
)

4
,4

6
3

1
0,

2
32

70
,0

0
0

10
0,

00
0

11
0
,0

0
0

１
．

6,
6
51

80
,5

00
10

0,
0
00

1
10

,0
00

２
．

70
,5

81
67

,0
27

67
,0

27
6
7,

6
35

56
,4

07
53

,6
32

5
1,

1
43

47
,7

28
3
4,

3
69

2
6,

63
0

2
6,

7
52

26
,7

5
2

３
．

４
．

５
．

(D
)

70
,5

8
1

7
3,

6
78

14
7
,5

2
7

16
7,

63
5

16
6
,4

0
7

53
,6

32
51

,1
43

47
,7

2
8

34
,3

69
26

,6
3
0

26
,7

52
26

,7
52

(E
)

6
6,

1
18

63
,4

46
77

,5
27

6
7,

6
35

56
,4

07
5
3,

6
32

51
,1

4
3

4
7,

7
28

34
,3

6
9

2
6,

63
0

2
6,

75
2

26
,7

5
2

１
．

5,
7
18

２
．

62
,8

40
33

,6
28

67
,0

27
6
7,

6
35

56
,4

07
53

,6
32

5
1,

1
43

47
,7

28
3
4,

3
69

2
6,

63
0

2
6,

7
52

26
,7

5
2

３
．

４
．

3,
27

8
24

,1
00

10
,5

00

(F
)

66
,1

18
63

,4
4
6

77
,5

27
67

,6
35

56
,4

07
53

,6
32

51
,1

43
47

,7
28

34
,3

69
26

,6
30

26
,7

52
26

,7
52

(G
)

(H
)

4
66

,5
63

4
13

,3
36

3
76

,8
09

36
0,

8
74

3
62

,3
67

3
08

,7
35

25
7,

5
92

2
09

,8
64

17
5,

4
95

14
8,

86
5

12
2,

1
13

95
,3

6
1

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

（
単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
前

年
度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）

85
,7

39
80

,0
4
0

82
,7

00
82

,2
66

70
,4

8
2

66
,6

88
63

,2
98

59
,1

26
45

,3
33

37
,3

05
37

,2
20

37
,0

92

77
,6

11
73

,5
3
4

75
,3

72
74

,8
45

62
,9

6
8

59
,0

80
55

,5
52

51
,2

42
37

,3
11

29
,1

45
28

,9
22

28
,7

94

8,
12

8
6,

50
6

7,
32

8
7,

42
1

7,
51

4
7,

60
8

7,
74

6
7,

88
4

8,
02

2
8,

1
60

8,
29

8
8,

2
98

4,
46

3
3,

27
6

9,
00

0
2,

80
0

3,
10

0

4,
46

3
3,

27
6

9,
00

0
2,

80
0

3,
10

0

90
,2

02
83

,3
1
6

91
,7

00
85

,0
66

73
,5

8
2

66
,6

88
63

,2
98

59
,1

26
45

,3
33

37
,3

05
37

,2
20

37
,0

92

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

１
１

年
度

令
和

１
２

年
度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

令
和

５
年

度
令

和
６

年
度

令
和

７
年

度
令

和
８

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

令
和

３
年

度
（決

算
見

込
）

令
和

４
年

度

そ
の

他

計
資

本
的

収
入

額
が

資
本

的
支

出
額

に
不

足
す

る
額

  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

計
(A

)の
う

ち
翌

年
度

へ
繰

り
越

さ
れ

る
支

出
の

財
源

充
当

額

令
和

１
１

年
度

令
和

１
２

年
度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

令
和

１
３

年
度

令
和

１
３

年
度

令
和

３
年

度
（決

算
見

込
）

令
和

４
年

度
令

和
５

年
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

  対応年数の比較的短いマンホールポンプについて、毎年度10％の改築更新を行い、10年程度で施設
更新を完了していく。
　地方公営企業法の適用に伴い整備した財務諸表により、経営、財務内容の明確化及び透明性の向上
を図り、より一層の経営の効率化と健全化を推進するとともに、経営基盤の強化及び適切な資産管理を
実施していく。

　供用開始から20年以上経過し、中継ポンプ等の設備は更新時期を迎えている。
　このことから、設備の最適化を検討した上の最小限の更新と、適切な維持管理及び修繕により長寿命
化を図り、将来の投資を最小にすることで、世代間負担の公平性を確保していく。

　現在導入している、使用料の賦課徴収に係る民間委託の外、流域下水道への接続等、事業の費用対
効果について、検討を進めていく。
　流域下水道については、令和13年度を目標とし、期間内において統合計画を策定する。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

投資の平準化に関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　出前講座や、下水道フェア等の普及啓発活動を実施し、水洗化の推進、収納率向上を図る。

　現在、多額の企業債の償還中であり、営業外収益事業に対する投資資金が工面し難い状況にある。
また、現状、投資額に見合った効率的な収益事業に利用可能な資産を保有していないことから、今後の
検討においては、経営状況等を勘案した上で進めていくこととする。

　東日本大震災に伴う人口減少、少子化、節水機器の普及等により、長期的には使用料は減少傾向に
ある。一方で、将来的には設備の大規模修繕や、建設物価の上昇等、コスト面の増加要因は見込まれる
ため、公共サービスの維持、継続に向け、状況を勘案した上で、定期的に使用料の見直しを実施してい
く。
　また、令和6年度において、収支計画と実績額と対比し、経営上の必要性が生じた場合、料金改定を
実施する。

使用料の見直しに関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　毎年度、進捗管理（モニタリング）を行い、ＰＤＣＡサイクルにより、効果的な事後検証を実施する。
　なお、本経営戦略の改定は、5年以内とする。

職員給与費に関する事項 　事業の重要性、内容の変化等、状況を勘案しながら配置職員数を検討していく。

動力費に関する事項 　現在、高圧電力については、地域新電力の導入を実施している。
　今後、電力については、市場価格の動向等を勘案し、供給先や契約内容の見直しを進めていく。

修繕費に関する事項 　ストックマネジメント計画に基づき、施設、設備の適切な維持管理や、定期的な修繕等による長寿命化
を実施することで、将来的な負担の軽減を図る。

委託費に関する事項 　費用対効果を勘案した上で、民間活力を最大限活用し、地域経済への貢献を図る。

その他の取組 　出前講座や、下水道フェア等の普及啓発活動を実施し、水洗化の推進、収納率向上を図る。

薬品費に関する事項 　使用量の適正化、調達費用の削減を目的に、施設維持管理業務の範囲において、委託業者が必要
量を調達する仕様としている。
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令和 4 年 3 月

令和 4 年度 令和 13 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

３，５０６ 円 ３，８１８ 円

３，５０６ 円 ３，５０８ 円

３，５７５ 円 ３，９４２ 円

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成30年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

平成30年度

令和元年度 令和元年度

令和２年度 令和２年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　基本使用料　　１０㎥まで　　　　　　　　　１,５９５円
　超過使用料　　１０㎥を超え２０㎥まで　　 　  １９８円　　２００㎥を超え５００㎥まで　　  ２６４円
　　　　　　　　２０㎥を超え５０㎥まで　　 　  ２２０円　　５００㎥を超えるもの　　  　　  ２８６円
　　　　　　　　５０㎥を超え２００㎥まで　     ２４２円

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　基本使用料　　１０㎥まで　　　　　　　　　１,５９５円
　超過使用料　　１０㎥を超え２０㎥まで　　 　  １９８円　　２００㎥を超え５００㎥まで　　  ２６４円
　　　　　　　　２０㎥を超え５０㎥まで　　 　  ２２０円　　５００㎥を超えるもの　　  　　  ２８６円
　　　　　　　　５０㎥を超え２００㎥まで　     ２４２円

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　水道水を排除した場合は、水道使用水量とし、水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とする。
　現に使用する水量が、排除した汚水の量と著しく異なる場合は、当該汚水排水量において、使用料を算定する。

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

１８.７
（処理区人口／処理区域面積）

※令和2年度実績

　０箇所
※昭和５９年度から、大浜地区汚水排水処理施設において大浜地区へ供用していたが、東日本大震災における被災により、当
該処理場を廃止した。その後、平成２６年度から大型浄化槽により、新たに月浜、大浜、室浜処理区への供用を開始している。

無

処 理 区 数 　１区（月浜、大浜、室浜処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

共同化について
　平成１６年度から、石巻地方広域水道企業団に対し、水道事業と合わせた使用料徴収、滞納整理、窓口業務の委託を実施し
た。
最適化について
　平成２６年度の再整備に伴い、コスト面に優れる大型浄化槽により新たに供用を開始した。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料（年度末時点）をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

法適（全部適用・財務適用）
非 適 の 区 分

法適用（財務適用）

東松島市下水道事業経営戦略

平成２６年度

東松島市

漁業集落排水事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付。

職 員 数
　１３人（建設部下水道課 令和４年３月１日時点）
　※公共下水道事業（雨水排水事業（復旧復興関連）含む）、農業集落排水排水事業、漁業集落排水事業を実施

　平成１７年４月１日の市町村合併（２町合併）に伴い、下水道事業の組織を統合。
　令和２年４月１日から、地方公営企業法を適用（財務適用）し、企業会計方式へ移行。
　東日本大震災に伴う復旧復興業務の進捗、完了に伴い、業務の効率化と、人員の削減を進めている。

　下水道熱の利用、ガス回収、下水汚泥の堆肥化等、いずれも資源回収が可能なもので
はあるが、その利用には、施設の設置、若しくは民間委託等、多額の投資が必要なもので
あり、合わせて再生資源の利活用先にも課題があることから、本市の事業規模において
は、費用対効果が見込めない状況にある。

　未利用土地及び施設を活用した、投資額に見合った効率的な収益事業が見込めないこ
と。また、現在は、多額の企業債残高の償還中であり、営業外収益事業に対する投資資
金が工面し難い状況にあることから、今後の検討においては、経営状況等を勘案した上で
進めていくこととする。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

　該当なし

　該当なし

 イ　指定管理者制度

　施設の維持管理や、汚泥処分管理等の管理業務全般について、民間委託を実施してい
る。使用料の賦課、徴収についても、上水との同時徴収を実施し、当該業務を実施する石
巻地方広域水道企業団において、民間委託を実施している。

民 間 活 用 の 状 況
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２．経営の基本方針

３．投資・財政計画（収支計画）

（１）

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

○投資の目標について
　　　整備事業は既に完了しているため、今後は公共サービスの維持に向け、施設等の適正管理が必要となる。
　　　漁業集落排水事業において供用している施設等は、平成２６年度に整備したものであるため、当面、大規模補修等の必要はない。
　　　よって、計画期間において、新たな投資は必要ないものの、施設、設備の定期的な維持管理を徹底することで、計画期間後に見込まれる建設改良事業におけ
　　る費用の削減に努める。
○施設、設備等の維持管理について
　　　長寿命化を図るため、初期修繕に重点をおいた計画的な維持管理を実施していく。

　本市の漁業集落排水事業は、大浜地区において、昭和５９年度から大浜地区汚水排水処理施設により供用していたが、東日本大震災により施設を含む当該処理
区域全域が被災したため、当該施設、及び処理区を廃止した。その後、防災集団移転事業により、高台への宅地整備が行われるに伴い、平成２６年度から、月浜、
大浜、室浜処理区において、大型浄化槽により、新たに供用を開始した。
　現在、復興交付金事業として実施された当該整備事業は完了しており、また、管渠等の施設については、当面、大規模な補修等の必要はない。
　中期的には建設改良事業として、多額の投資は必要ないものの、公共サービスの維持に向け、施設、設備等の適正管理への取り組みが必要である。
　一方、経営面については、毎年度、使用料収入を上回る起債償還額が発生していることから、採算性が伴わないものとなっており、経営の安定化に向けた取り組
みが急務となっている。
　本市の漁業集落排水事業が抱える以上の状況を踏まえ、下記の項目について、特に重要な基本的な方針と定めることとする。

○快適な暮らしの実現と、水質の保全
　　本市の主要産業は、農業のほか、海苔、牡蠣等の養殖漁業であるため、水質の保全は、生活環境の向上のみならず、地域産業の維持発展においても重要な問
題である。特に本処理区は、養殖海域に面しており、水質状態が経営状況に大きな影響を与えてしまう地域でもある。このことから、施設の維持管理を徹底し、必要
に応じ、早期に補修等を実施する。
　　また、水環境の保全に向け、普及啓発活動により、下水道事業への理解の推進に努める。

○安定した経営基盤の確立
　　建設改良費、維持管理費等の事業費見直しや検討を継続し、定期的な料金改定により、経営基盤の安定化を実施する。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

○使用料について
　　　令和４年度当初予算額を基準額とし、本市の人口動態を反映した。
　　　なお、行政改革の取組事項として、毎年度、料金の最適化を検討し、必要に応じ料金改定を実施しくが、本収支計画には改定後料金ついては見込んでいな
い。
　　　また、令和6年度において、収支計画と実績額と対比し、経営上の必要性が生じた場合、料金改定を実施する。
○収益的繰入金について
　　　基準外繰入金については、年度内における経営赤字を意味しているが、地域的に人口増による増収が見込めないことから、大幅な改善は見込めない。

○営業費用について
　　　令和４年度の当初予算額を計上した。
　　　なお、当該項目に含まれる、動力費、委託料、修繕費等については、人件費や物価上昇等、負担が増すことが予想されるものの、供給先や契約内容の見直
　　し、定期的な補修による修繕費の削減等により、増額要因を吸収できると見込んでいる。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

４． 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

　ストックマネジメント計画に基づく適正管理を実施し、事前修繕による長寿命化により、新たな投資を行
わない。
　地方公営企業法の適用に伴い整備した財務諸表により、経営、財務内容の明確化及び透明性の向上
を図り、より一層の経営の効率化と健全化を推進するとともに、経営基盤の強化及び適切な資産管理を
実施していく。

　供用開始から数年にあり、施設の大規模更新は当面要しないことから、適切な維持管理と修繕により長
寿命化を図り、将来の投資を最小にすることで、世代間負担の公平性を確保していく。

　既に導入している民間委託業務の内容や、事業の費用対効果について、検討を進めていく。
　本事業が供用する地域は、住宅造成に制限があることから、今後区域内人口の増加が見込めず、構
造的にランニングコストを使用料で賄えない状況に陥っている。よって、状況を勘案した上で、他会計へ
の統合等について、検討していくこととする。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

投資の平準化に関する事項

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 　出前講座や、下水道フェア等の普及啓発活動を実施し、水洗化の推進、収納率向上を図る。

　現在、多額の企業債の償還中であり、営業外収益事業に対する投資資金が工面し難い状況にある。
また、現状、投資額に見合った効率的な収益事業に利用可能な資産を保有していないことから、今後の
検討においては、経営状況等を勘案した上で進めていくこととする。

　東日本大震災に伴う人口減少、少子化、節水機器の普及等により、長期的には使用料は減少傾向に
ある。一方で、将来的には設備の大規模修繕や、建設物価の上昇等、コスト面の増加要因は見込まれる
ため、公共サービスの維持、継続に向け、状況を勘案した上で、毎年度、適正な使用料の検討を実施し
ていく。
　また、令和6年度において、収支計画と実績額と対比し、経営上の必要性が生じた場合、料金改定を
実施する。

使用料の見直しに関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
更 新 等 に 関 す る 事 項

　毎年度、進捗管理（モニタリング）を行い、ＰＤＣＡサイクルにより、効果的な事後検証を実施する。
　なお、本経営戦略の改定は、5年以内とする。

職員給与費に関する事項 　事業の重要性、内容の変化等、状況を勘案しながら配置職員数を検討していく。

動力費に関する事項 　現在、高圧電力については、地域新電力の導入を実施している。
　今後、電力については、市場価格の動向等を勘案し、供給先や契約内容の見直しを進めていく。

修繕費に関する事項 　令和2年度に策定した漁業集落排水処理施設機能保全計画に基づき、施設、設備の適切な維持管理
や、定期的な修繕等による長寿命化を実施することで、将来的な負担の軽減を図る。

委託費に関する事項 　費用対効果を勘案した上で、民間活力を最大限活用し、地域経済への貢献を図る。

その他の取組 　出前講座や、下水道フェア等の普及啓発活動を実施し、水洗化の推進、収納率向上を図る。

薬品費に関する事項 　使用量の適正化、調達費用の削減を目的に、施設維持管理業務の範囲において、委託業者が必要
量を調達する仕様としている。
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